
 

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日 

国 富 町 

綾 町 

宮 崎 河 川 国 道 事 務 所 

 

 

本庄川の水辺を活かしたまちづくり 

～第 １回  本 庄 川 かわまちづくり協 議 会 （仮 称 ）を開 催 ～  

 

 国富町と綾町、宮崎河川国道事務所では、本庄川の水辺を活かした

まちづくりに向け、「本庄川かわまちづくり協議会」を発足します。協議会

では、地域の活性化のため本庄川の整備イメージや利活用方策等につ

いて、ご意見を頂くこととしております。 

 

  １．日  時：令和 2 年 12 月 25 日（金） 13:30～15:00 

  ２．会議場所：国土交通省宮崎河川国道事務所 別館３階 会議室 

（宮崎市大工２丁目３９番地） 

  ３．次  第：別添参照 

 

  かわまちづくりとは 
  “かわまちづくり”とは、地域が持つ「資源」や地域の創意に富んだ「知恵」

を活かし、地域活性化や観光振興などを目的に、 市町村や民間事業者、地域住民

等と河川管理者が各々の取組みを連携することにより「河川空間」と「まち空間」

が融合した良好な空間を形成し、河川空間を活かして地域の賑わい創出を目指す

取組です。 
 

 

＜お問い合わせ先＞ 

  国土交通省 九州地方整備局 宮崎河川国道事務所 

     技術副所長  岩
いわ

﨑
さ き

 征
ゆ き

弘
ひ ろ

 

     河川管理課長  髙場
た か ば

 悦郎
え つ ろ う

 
     ℡０９８５－２４－８２２１（代表） 
 E-mail : miyazaki@qsr.mlit.go.jp  URL : http://www.qsr.mlit.go.jp/miyazaki/ 
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第１回 本庄川かわまちづくり協議会 
 

議事次第 

 
 

日時：令和２年１２月２５日（金） １３：３０～ 

場所：宮崎河川国道事務所 別館３階会議室 
 

 

１．開会あいさつ 

２．出席者紹介 

３．規約（案）について【資料 2】 

４．かわまちづくり資料説明【資料 3,4,5】 

・はじめに 

・かわまちづくりについて 

・推進部会の検討結果報告 

・かわまち計画書について 

・意見交換 

・今後のスケジュール 

５．閉会 

 

 

【配布資料】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

・資料 1：議事次第・配席図（本紙） 

・資料 2：本庄川かわまちづくり協議会 規約（案） 
・資料 3：第１回 本庄川かわまちづくり協議会 説明資料 

・資料 4：本庄川かわまちづくり計画書 
・資料 5：都城かわまちづくり計画書 

・資料 6：第１回 本庄川かわまちづくり協議会 参考資料 
  

資料 1 
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別紙 1：本庄川かわまちづくり協議会 委員名簿 

 

本庄川かわまち協議会 委員（案）   

役職 氏名 

NPO 法人みやざき技術士の会 理事長 井上 康志 

国富町商工会 会長 菅 修蔵 

綾町商工会 会長 松浦 正明 

国富町区長会 会長 中野 正裕 

綾町自治公民館連絡協議会 会長 玉田 清人 

国富漁業協同組合 代表理事組合長 入村 初男 

綾漁業協同組合 代表理事組合長 関 盛明 

かわまちづくり推進委員（国富町）   寺田 雄一 

かわまちづくり推進委員（綾町）   郷田 晃平 

国富町 町長 中別府 尚文 

綾町 町長 籾田 学 

国土交通省 宮崎河川国道事務所 所長 金納 聡志 

 

事務局   

役職 氏名 

国富町教育委員会 社会教育課 課長 佐藤 利明 

国富町企画政策課 課長 重山 康浩 

国富町都市建設課 課長 吉岡 勝則 

綾町社会教育課 課長 森園 由美子 

綾町企画財政課 課長 竹下 琢郎 

綾町産業観光課 課長 松下 栄一郎 

綾町ユネスコエコパーク室 室長 入田 賢一 

綾町建設課 課長 中原 修一 

国土交通省 宮崎河川国道事務所 副所長 岩﨑 征弘 

国土交通省 宮崎河川国道事務所 河川管理課   

国土交通省 宮崎河川国道事務所 本庄出張所   
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【宮崎河川国道事務所位置図】

○開催場所：国土交通省九州地方整備局 宮崎河川国道事務所 
○住
○電

所：宮崎市大工２丁目３９番地
話：０９８５－２４－８２２１（代表）
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【かわまちづくりとは】
地域が持つ「資源」や地域の創意に富んだ「知恵」を活かし、地域活性化や観光振興などを目的に、市町
村や民間事業者、地域住民等と河川管理者が各々の取組みを連携することにより「河川空間」と「まち空
間」が融合した良好な空間を形成し、河川空間を活かして地域の賑わい創出を目指す取組です。

かわまちづくり支援制度の活用事例】

最上川水系最上川（山形県長井市）
「かわ」と「まち」をつなぐフットパスルートの創出を

河川管理施設の整備により支援

太田川水系京橋川（広島県広島市）
民間事業者によるオープンカフェ等の設置を

「都市・地域再生等利用区域」の指定により支援

国土交通省では、水辺を活かして地域の賑わい創出を目指す取組”かわまちづくり”を促進するため、
平成２１年度に「かわまちづくり」支援制度を創設し、市町村等からの申請にもとづき計画の登録を
行い、親水護岸などのハード整備のほか、河川空間にオープンカフェを設置するなど、地域のニーズ
に応じて河川空間の多様な利用を可能とする「都市・地域再生等利用区域」の指定を行うなどのソフ
ト対策の支援を実施しています。

国富町・綾町においては、これまでにも国土交通省を含めた事務局会議を行っており、
かわまちづくりについての議論を進めているところです。
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